
　下記のとおり一般競争入札を行います。
　なお、本件は令和６年度予算が成立することを条件とした入札である。また、暫定予算となった場合は、予算
措置が全額計上されているときは全期間の契約とするが、全額計上されていないときは、全体の契約期間に対す
る暫定予算の期間分のみの契約とする。

１　競争入札に付する事項

２　入札の日時及び場所
　(1)　日　時
　　　　　　　　（ただし、郵便等による入札書の受領期限は、前日の16時00分まで）
　(2)　場　所 佐世保地方総監部経理部契約課入札室
３　見本審査の受付先及び実施期間等

　(1)　受付先 佐世保造修補給所需品管制科糧食係（電話：0956-23-7111内線3387又は3566）

　(2)　受付期間

　(3)　実施期間

　(4)　実施場所 佐世保造修補給所　２階　需品管制科　面会室　

　　　　　　　　（ただし、新規参加事業者については、佐世保基地業務隊　調理室）

　(5)　その他 応札する品目について、令和４年度、令和５年度又は令和６年度を対象として、すでに見

 本審査合格を受けている場合は、見本審査を省略する。ただし、当該合格した品目の仕様等

  を変更して応札する場合、「糧食品規格書」の新規採用品目・変更品目を応札する場合、又

４　入札参加申込の日時及び場所
　(1)　日　時
　　　　　　　　 8時00分～12時00分及び13時00分～16時45分
　 　　 　　　　（ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。）
　(2)　場　所　　佐世保地方総監部経理部契約課事務室
　(3)　申　込　　入札に参加する者は、入札日の前日の16時45分までに参加申込書及び資格審査結果通知書

　の写を提出すること。
　　なお、直接仕様書の受領ができない者は、参加申込書に資格審査結果通知書を添えてＦＡＸ
　により送信すること。契約課で資格を確認した後、仕様書をＦＡＸにより送信する。

５　競争入札参加資格
　(1)　予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助
 　　人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
　(2)　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
　(3)　令和０４・０５・０６年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のＤ等級以上に格付
　　 けされている者、又は当該競争参加資格を有していない者にあっては、競争執行の日までに競争参加資格
　 　審査を受け、競争参加資格者名簿に登録され、当該競争参加資格を有すると認められる者であること。
　(4)　防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官（以下「省指名停止権者」という。）又は海上
　　 幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期
　　 間中の者でないこと。
  (5)　前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の
　　 物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
　(6)　見本審査に合格した者。
６　入札書の記載金額
　　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額（単価）に当該金額の１０％（軽減税率対象品目につい
　ては８％）に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り
　捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で
　あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００（軽減税率対象品目については１
　０８分の１００）に相当する金額を入札書に記載すること。

入　　札　　公　　告

06-1-1048-3620-0001-00
乳酸飲料　ほか

※
35件

履行期限

記

納入（引渡）場所調達要求番号 件　　　名 数量単位

令和6年5月17日 (金)
佐世保造修補給所

（立神倉庫）

公告日 ～ 令 和 6 年 4 月 5 日 (金)

分任支出負担行為担当官代理
海上自衛隊佐世保地方総監部経理部
契約課長　守　屋　正　貴

9時45分

公告日 ～ 令 和 6 年 4 月 4 日 (木)

※　単品入札、加工食品、カップ麺、清涼飲料水等（内訳書（ＰＤＦ）の添付あり。）

佐 監 契 第 ６ － ９ ４ 号
令 和 6 年 3 月 15 日

  は新規参加事業者については、見本審査を受けるものとする。

令 和 6 年 4 月 10 日 (水)公告日～

令 和 6 年 4 月 11 日 (木)



７　入札保証金及び契約保証金
　(1) 入札保証金及び契約保証金　全額免除
　(2) 落札者が契約を結ばないときは、落札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収する。
８　契約書作成の要否
　　遅滞なく単価契約書の作成を要する。ただし、契約金額が１５０万円を超えず、特約条項の付与もない場
   合は請書の作成をもって代えることができる。
９　適用する契約条項
　　売買契約一般条項、佐監糧食品購入契約特約条項
10　入札の無効
　(1) 本公告に示した競争参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に反した者
　(2) 入札及び契約心得のとおり実施しない者
　(3) 電送による入札
　(4) 仕様書又は内訳書を申込期限までに受領していない者
11　契約条項を示す場所
　　長崎県佐世保市平瀬町１８番地　海上自衛隊佐世保地方総監部経理部契約課入札室前通路
12　入札（仕様書）説明会の日時及び場所
　　実施しない。
13　入札方法
　　単　価
14　部分払の有無
　　無
15　その他
　(1)  契約手続等は「海上自衛隊契約規則」及び「入札及び契約心得」による。
　(2)  入札公告、契約条項、入札心得、契約心得及び糧食品規格書は、「11　契約条項を示す場所」で閲覧で
　 　きるほか、佐世保地方隊「西海の護り｣ホームページの総監部調達情報又は、海上自衛隊調達情報ホーム
　 　ページで閲覧することができる。
　(3)　現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する
　 　省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
  (4)  郵送により入札を行う場合は、入札書を調達要求番号、件名を表記した封筒に封入した上、更に当該封
 　　筒を封入し、外封筒に当たる封筒の表面に「入札書在中」の旨を朱書きして、原則として書留郵便により
 　　送付する。
   　　なお、郵送した場合は、直ちに「入札書を郵送した場合の通知書」(様式はＨＰ上に掲載)で必ずＦＡＸ
     すること。
16　入札に関する問い合わせ先
　〒８５７－８５６７　長崎県佐世保市平瀬町１８番地　
　　佐世保地方総監部経理部契約課審査係（電話：0956-23-7111内線3252～3253　ＦＡＸ：0956-24-4199）　



調達要求番号：

　物　品　番　号 性質

品　　　　　名 区分

8910-308-00359 糧食品規格書のとおり。 P-19 24-2

乳酸飲料　

8910-308-01629 糧食品規格書のとおり。 P-19 24-3

ヨーグルト濃縮

8910-308-04559 糧食品規格書のとおり。 P-19 24-1

練乳　加糖(チューブ)

8915-301-49495 糧食品規格書のとおり。 P-25 28-27

果実サラダ

8915-301-49505 糧食品規格書のとおり。 P-25 28-28

白桃糖液漬

8915-301-49535 糧食品規格書のとおり。 P-26 28-30

みかん糖液漬

8915-308-00389 糧食品規格書のとおり。 P-8 8-1

小豆

8915-308-00469 糧食品規格書のとおり。 P-7 7-5

寒天

8915-308-00579 糧食品規格書のとおり。 P-26 28-31

パイン糖液漬

8915-308-00599 糧食品規格書のとおり。 P-26 28-32

チェリー糖液漬

1051 Ｃ BT

内 訳 書
06-1-1048-3620-0001-00

番号 規　　　　　　　　　　　　　　　　　　格 単  位 数 量 単    価 合     計 備考

2 Ｃ BT

3 Ｃ EA 12

32

4 Ｃ CN

5 Ｃ CN 432

720

6 Ｃ CN

7 Ｃ KG 150

288

8 Ｃ EA

9 Ｃ CN 288

200

10 Ｃ CN 72



調達要求番号：

　物　品　番　号 性質

品　　　　　名 区分

内 訳 書
06-1-1048-3620-0001-00

番号 規　　　　　　　　　　　　　　　　　　格 単  位 数 量 単    価 合     計 備考

8915-308-00639 糧食品規格書のとおり。 P-25 28-26

栗甘露煮

8915-308-04059 糧食品規格書のとおり。 P-26 28-34

りんご糖液漬

8920-308-00659 糧食品規格書のとおり。 P-1 1-2

もち米水稲

8920-308-00709 糧食品規格書のとおり。 P-3 2-3

白玉粉

8920-308-00729 糧食品規格書のとおり。 P-8 8-2

きな粉

8920-308-02409 糧食品規格書のとおり。 P-4 4-4

カップラーメン

8920-308-02419 糧食品規格書のとおり。 P-4 4-5

カップうどん

8920-308-02429 糧食品規格書のとおり。 P-4 4-6

カップそば

8920-308-04689 糧食品規格書のとおり。 P-4 4-7

カップ焼そば

8925-308-00959 糧食品規格書のとおり。 P-19 23-1

菓子　（クッキー）
1,340

1,560

2,688

11 Ｃ BT 24

12 Ｃ CN

13 Ｃ KG 10

72

14 Ｃ KG

15 Ｃ KG 5

48

16 Ｃ EA1EA：麺量50ｇ以上
参考銘柄： 日清食品　東洋水産　サンポー

17 Ｃ EA1EA：麺量60ｇ以上
参考銘柄：日清食品　東洋水産

3,912

3,744

18 Ｃ EA1EA：麺量55ｇ以上
参考銘柄：日清食品　東洋水産

19 Ｃ EA普通サイズとし大盛は不可とし　ソースは液体ソースとする。
参考銘柄：日清食品　明星食品

20 Ｃ EA



調達要求番号：

　物　品　番　号 性質

品　　　　　名 区分

内 訳 書
06-1-1048-3620-0001-00

番号 規　　　　　　　　　　　　　　　　　　格 単  位 数 量 単    価 合     計 備考

8925-308-02719 糧食品規格書のとおり。 P-9 10-2

グラニュー糖

8925-308-04129 糧食品規格書のとおり。 P-31 34-1

大豆栄養食品

8930-308-04139 糧食品規格書のとおり。 P-31 34-2

ゼリー飲料

8955-308-01499 糧食品規格書のとおり。 P-20 25-3

麦茶　（パック入）

8955-308-01699 糧食品規格書のとおり。 P-20 26-1

コーヒーインスタント　（A）

8955-308-02449 糧食品規格書のとおり。 P-19 25-1

せん茶

8955-308-03939 糧食品規格書のとおり。 P-21 27-5

緑茶 参考銘柄：コカコーラ、サントリー、伊藤園、キリン

8955-308-04099 糧食品規格書のとおり。 P-20 26-2

コーヒーインスタント　(Ｂ)

8955-308-98909 糧食品規格書のとおり。 P-20 26-3

レギュラーコーヒー

8960-308-01549 糧食品規格書のとおり。 P-20 27-1

炭酸飲料　（コーラ類）
4,224

348

48

2,712

20

156

180

612

1,200

1021 Ｃ KG

22 Ｃ EA

23 Ｃ EA

24 Ｃ EA

25 Ｃ BT

26 Ｃ KG

27 Ｃ CN

28 Ｃ BT

29 Ｃ EA

30 Ｃ CN
参考銘柄：コカコーラ、ペプシ



調達要求番号：

　物　品　番　号 性質

品　　　　　名 区分

内 訳 書
06-1-1048-3620-0001-00

番号 規　　　　　　　　　　　　　　　　　　格 単  位 数 量 単    価 合     計 備考

8960-308-02229 糧食品規格書のとおり。 P-21 27-2

炭酸飲料　（サイダー類）

8960-308-04579 糧食品規格書のとおり。 P-21 27-7

ミネラルウォーター

8960-308-97939 糧食品規格書のとおり。 P-21 27-4

スポーツ飲料 参考銘柄：コカコーラ、大塚製薬

8960-308-98899 糧食品規格書のとおり。 P-20 26-4

コーヒー缶

8960-308-02399 糧食品規格書のとおり。 P-21 27-3

保健飲料
3,200

5,070

3,264

120

3,15031 Ｃ CN

32 Ｃ BT

33 Ｃ CN

34 Ｃ CN
種類：ブラックコーヒー(2550ＣＮ）微糖コーヒー（2520ＣＮ）とする。
参考銘柄：コカコーラ、サントリー、キリン

35 Ｃ BT


